
( ) (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�

目

次

告

示

○
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
開
示
請
求
が
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
直
ち
に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報

の
一
部
改
正

(

総
務
学
事
課)

…

�

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

障
害
福
祉
課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定

(

同

)

…

�

○
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要

(

畜

産

課)

…

�

○
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
の
防
止
に
係
る
家
畜
の
種
類
等
の
指
定
の
解

除

(

同

)

…

�

○
保
安
林
の
指
定
予
定

(
林

政

課)

…

�

○
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定

(
同

)

…

�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

(

県
民
生
活

文

化

課)
…

�

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
村
整
備
課)

…

�

○
平
成
二
十
一
年
度
社
団
法
人
全
国
公
営
住
宅
火
災
共
済
機
構
災
害
共

済
事
業
経
営
状
況
の
公
表

(

建
築
住
宅
課)

…

�

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

中
南
地
域

県

民

局)

…

�

○
右

同

(

三
八
地
域

県

民

局)

…

�

公
安
委
員
会

○
警
備
員
等
の
検
定
の
実
施

(

生
活
安
全

企

画

課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

平
成
十
三
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

(

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
条

第
一
項
の
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
直
ち
に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
調
理
師
試
験
の
項
を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十

九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(
精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成22年７月９日 金曜日 第3260号1
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所

在

地
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定
年
月
日

に
い
だ
調
剤
薬
局

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
館
下
二
三
の
二

平
成
��･

�･

�

�
�
�
�
�
�

�
�
	



�
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�

�
�
�
�
�
�
�
�



( )

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
五
月
六
日
、
七
日
及
び
同
年
六
月
九
日
収
去
さ

せ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公

表
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成22年７月９日 金曜日 第3260号 2

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

ま
え
た
い
薬
局

三
沢
市
大
字
三
沢
字
前
平
四
七
の
二
五
七

平
成
��

･

�･

�

勤

務

す

る

病

院

等

氏

名

名

称

所

在

地

診

療

科

目

指

定

年
月
日

高
橋

后
幸

医
療
法
人
社
団
ク

ロ
ー
ス
・
ト
ゥ
・

ユ
ー

Ｅ
Ｓ
Ｔ
ク

リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
福
村

字
新
館
添
二
〇
の

一

眼
科

(

視
覚
障
害)
平
成

��･

�･

�

向
井
田
泰
子

は
る
み
眼
科
・
循

環
器
内
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

八
戸
市
一
番
町
二

丁
目
三
の
六

眼
科

(

視
覚
障
害)

〃

永
山

亮
造

医
療
法
人
と
き
わ

会

と
き
わ
会
病

院

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
榊
字
亀
田
二

の
一

内
科

(

肝
臓
機
能
障

害)

〃

西
谷

大
輔

独
立
行
政
法
人
労

働
者
健
康
福
祉
機

構

青
森
労
災
病

院

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
南
ヶ
丘
一

消
化
器
内
科

(

肝
臓

機
能
障
害)

〃

亀
田

邦
彦

三
沢
市
立
三
沢
病

院

三
沢
市
中
央
町
四

丁
目
一
の
一
〇

内
科

(

呼
吸
器
機
能

障
害)

〃

牛
尾

晶

八
戸
赤
十
字
病
院

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
中
明
戸
二

消
化
器
内
科

(

肝
臓

機
能
障
害)

〃

中
島

道
子

公
立
野
辺
地
病
院

上
北
郡
野
辺
地
町

字
鳴
沢
九
の
一
二

内
科

(

肝
臓
機
能
障

害)

〃

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％
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北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
標
準
配
合
飼
料

パ
ワ
ー
チ
ッ
ク
ZK
後
期

22.4
15.3

3.9
1.03

0.64
2.5

5.4
―

―
―

―
2,800

13.0

く
み
あ
い
配
合
飼
料
た
ま
ご
工

房
22.4

17.6
5.7

4.02
0.58

2.4
12.5

―
―

―
―

2,800
11.9

く
み
あ
い
配
合
飼
料

ニ
ュ
ー
ア
ク
テ
ィ
ブ
B

22.4
16.9

4.7
0.76

0.51
2.2

4.5
―

―
―

78.0
―

13.3

日
和
産
業
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
９

同
左

ノ
ー
サ
ン
印
成
鶏
飼
育
用
配
合
飼

料ヘ
ル
シ
ー
Sセ
ブ
ン
(A
)

22.4
17.2

4.4
3.26

0.51
1.7

10.2
―

―
―

―
2,820

12.0

ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
前
期

用
配
合
飼
料

ニ
チ
ワ
え
づ
け

22.4
25.4

4.4
1.11

0.73
1.3

5.9
―

―
―

―
3,020

11.9

ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
後
期

用
配
合
飼
料

ニ
チ
ワ
D
ゴ
ー
ル

22.5
17.9

7.4
0.90

0.53
1.4

4.6
―

―
―

―
3,210

12.2

み
ち
の
く
飼
料
株
式
会

社八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
９

同
左

全
畜
連
和
牛
繁
殖
用
み
ど
り

22.6
16.9

3.1
1.13

0.63
8.9

8.3
―

―
―

67.2
―

10.9

日
清
丸
紅
印
肉
牛
用
配
合
飼
料

み
よ
こ
５

22.6
13.2

4.0
0.45

0.68
4.2

4.8
―

―
―

71.4
―

11.3

R
Fク
ロ
ス

22.6
12.6

4.2
0.32

0.58
5.6

4.2
―

―
―

72.3
―

14.0

注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
､
個
別
検
査
項
目
別
に
分
析
結
果
を
示
し
､
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
｡

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

口
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日
青
森
県
告
示
第
四
百
十
二
号

を
も
っ
て
青
森
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則

(

昭
和
五
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
十
九
号)
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
に
掲
げ
る
家
畜
の
種
類
及
び
指
定
家
畜
等
の
移
入
禁
止
区

域
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

家
畜
の
種
類

牛
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚
、
水
牛
、
し
か
及
び
い
の
し
し

二

指
定
家
畜
等
の
移
入
禁
止
区
域

鹿
児
島
県

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
戸
郡
南
部
町
大
字
赤
石
字
舘
六
九
の
一

二

保
安
林
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法



( )

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
南
部
町

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
�

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

む
つ
市
大
畑
町
葉
色
山
・
朝
比
奈
岳

(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

�

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
�

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

む
つ
市
大
畑
町
葉
色
山

(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

�

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
む
つ
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ａ
ｏ
ｍ
ｏ
ｒ
ｉ
は
今
日
も
ツ
イ
て
る
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

三

代
表
者
の
氏
名

清
水

大
憲

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
三
内
字
沢
部
四
三
八
の
一
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
県
民
一
人
一
人
が
地
域
社
会
の
な
か
で
本
来
の
豊
か
さ
感
を
も
っ
て
生
活
が
で
き

る
よ
う
な
支
援
環
境
及
び
支
援
教
育
を
充
実
さ
せ
る
為
に
、

｢

言
葉
の
力｣

の
重
要
性
を
理
念
と

し
た
講
演
及
び
製
作
事
業
、
事
業
所
に
対
す
る
経
営
支
援
事
業
、
若
年
層
に
対
す
る
職
業
意
識
の

も
ち
方
と
起
業
人
へ
の
支
援
事
業
な
ど
県
民
が
よ
り
一
層
の
幸
福
を
実
感
で
き
る
地
域
社
会
の
構

築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
南

部
町
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備)
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( )
(

農
道
整
備)

)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
七
月
十
二
日
か
ら
同
年
八
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
部
町
役
場

平
成
二
十
一
年
度
社
団
法
人
全
国
公
営
住
宅
火
災
共
済
機
構
災
害
共
済
事
業
経
営
状
況
の
公

表

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
社
団
法
人
全
国
公
営
住
宅
火
災
共
済
機
構
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
の
災
害
共
済
事
業
の
経
営
状
況

に
つ
い
て
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

事
業
実
績

加
入
都
道
府
県
市
区
町
村
会
員
数

六
八
八

加
入
戸
数

八
八
一
、
六
五
〇
戸

共
済
委
託
契
約
金
額

七
、
八
六
八
、
七
三
一
、
二
八
六
千
円

火
災
共
済
掛
金

一
、
〇
六
六
、
九
三
九
千
円

被
災
戸
数

二
四
二
戸

火
災
共
済
給
付
金

二
八
三
、
二
七
四
千
円

特
定
給
付
金

一
六
、
六
四
四
千
円

復
興
建
築
助
成
戸
数

一
二
六
戸

復
興
建
築
助
成
金

六
一
、
五
五
一
千
円

住
宅
災
害
見
舞
戸
数

六
四
一
戸

住
宅
災
害
見
舞
金

三
七
、
七
四
〇
千
円

住
宅
防
火
施
設
整
備
補
助
会
員
数

二
一
一

住
宅
防
火
施
設
整
備
補
助
金

一
〇
七
、
八
九
一
千
円

二

貸
借
対
照
表

(

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
現
在)

１

資
産
の
部

�

流
動
資
産

六
八
七
、
九
八
三
千
円

�

固
定
資
産

�

特
定
資
産

ア

異
常
危
険
準
備
金
資
産

二
、
九
一
三
、
九
六
七
千
円

イ

そ
の
他
特
定
資
産

一
、
七
〇
二
、
四
五
四
千
円

�

そ
の
他
固
定
資
産

三
六
六
、
三
二
〇
千
円

資
産
合
計

五
、
六
七
〇
、
七
二
四
千
円

２

負
債
の
部

�

流
動
負
債

六
〇
九
、
六
八
〇
千
円

�

固
定
負
債

三
、
〇
四
二
、
六
八
二
千
円

負
債
合
計

三
、
六
五
二
、
三
六
二
千
円

３

正
味
財
産
の
部

正
味
財
産
合
計

二
、
〇
一
八
、
三
六
二
千
円

負
債
及
び
正
味
財
産
合
計

五
、
六
七
〇
、
七
二
四
千
円

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

中
村
ソ
フ
ト
プ
ラ
ン
ト
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

阿
保

信
行

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
本
町
三
三
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
二
九
九
〇
号
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( )

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

坂
田
建
設
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

坂
田

雅
紘

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
類
家
三
丁
目
一
四
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
五
七
三
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
六
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
十
七
号

警
備
業
法

(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
検
定
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

平

成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下

｢

検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
七
条
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

阿

保

�

子

一

検
定
の
実
施
日
時
及
び
場
所

１

実
施
日
時

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
三
日

(

土)

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

２

場
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館

二

検
定
を
行
う
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

検
定
規
則
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
雑
踏
警
備
業
務

一
級

三

検
定
の
定
員

三
十
人

(

予
定)

四

受
検
資
格

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
又
は
青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
青
森
県
内
に
所
在

す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

１

雑
踏
警
備
業
務
に
つ
い
て
検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定(

以
下｢

二
級
検
定｣

と
い
う
。)

に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書

(

以
下

｢

合
格
証
明
書｣

と
い

う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
同
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
雑
踏
警

備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
も
の

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
前
１
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認

め
る
者

五

検
定
の
方
法
及
び
内
容

１

方
法

検
定
は
、
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
と
し
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
は
、

実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。

２

内
容

�

学
科
試
験

�

警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

�

法
令
に
関
す
る
こ
と
。

�

雑
踏
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。
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( )

�

雑
踏
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

�

人
の
雑
踏
す
る
場
所
に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措

置
に
関
す
る
こ
と
。

�

実
技
試
験

�

雑
踏
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

�

雑
踏
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

�

人
の
雑
踏
す
る
場
所
に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措

置
に
関
す
る
こ
と
。

六

検
定
申
請
の
手
続
き

１

検
定
申
請
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

�

受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
八
月
十
八
日

(
水)
か
ら
同
年
九
月
十
日

(

金)

ま
で
の
間

(

土
曜
日
及

び
日
曜
日
を
除
く
。)

�

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

	

受
付
の
締
切
り

検
定
申
請
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
検
定
申
請
者
の
人
員
が
予
定
定
員
に
達
し
次
第
、
受

付
を
締
め
切
る
。

２

検
定
申
請
の
受
付
場
所

次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
申
請
す
る
こ
と
。

�

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
は
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

(
警
察
署
分
庁
舎
を

含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

�

青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
青
森
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
は
、

当
該
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課

又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
請
方
法

六
の
２
の
受
付
場
所
に
検
定
申
請
の
書
類
及
び
検
定
手
数
料
を
持
参
し
て
申
請
を
行
う
こ
と

と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

検
定
申
請
の
書
類

�

検
定
申
請
書

一
通

�

写
真

(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に

氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の)

二
葉

	

青
森
県
内
に
住
所
地
を
有
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

(

住
民
票
の
写
し
、
自

動
車
運
転
免
許
証
の
写
し
等)

一
通




青
森
県
外
に
住
所
地
を
有
す
る
者
で
青
森
県
内
に
所
在
す
る
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
は
、

営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

一
通

�

四
の
１
に
該
当
す
る
者
は
、
二
級
検
定

(

雑
踏
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係

る
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
が

作
成
す
る
書
面

一
通

�

四
の
２
に
該
当
す
る
者
は
、
一
級
検
定
受
検
資
格
認
定
書

(

雑
踏
警
備
業
務
に
係
る
も
の

に
限
る
。)

の
写
し

一
通

５

受
検
手
数
料

一
万
三
千
円
の
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
検
定
申
請
書
提
出
時
に
納
入
す
る
こ
と
。

七

検
定
受
付
時
間

当
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
の
間

八

そ
の
他

１

検
定
申
請
者
に
は
、
検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
受
検
票
を
交
付
す
る
。

２

合
格
者
に
対
し
て
は
、
成
績
証
明
書
を
交
付
す
る
。

３

受
検
に
際
し
て
は
、
受
検
票
、
筆
記
用
具
、
運
動
靴
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

検
定
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一
内
線
三
〇
四
五

２

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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